
小樽市の発熱等の症状のある方の相談・受診の流れ

現 状 新たな相談・受診体制移 行

●発熱等の症状が生じた場合には、まずはかかりつけ医に電話相談
●相談する医療機関に迷う場合は、「小樽市発熱者相談センター」に相談
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小樽市発熱者相談センター
＜２４時間対応＞

小樽市発熱者検査センター（予約制）
検査時間：平日午後の１時間
検査対象：発症から２～９日目の方

◆かかりつけ医が診療・
検査を行っているか

・かかりつけ医がいない、または、
相談する医療機関に迷う場合は
相談センターに電話相談

「相談センター」「検査センター」は１１月中旬の開設を予定
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※コロナ陽性の場合は、診断した医療機関が保健所に連絡し、保健所が入院先等を調整します。


